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新型コロナウイルス感染症対策 

４月２６日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第８７回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 

 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第８７回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

⑴ 政府の緊急事態宣言発令に伴う津市新型コロナウイルス感染症対策本部

の設置について報告（危機管理部） 

   令和３年４月２３日に、政府が４都府県（東京都、京都府、大阪府及び

兵庫県）を対象に緊急事態宣言を発出し、同月２５日から発効されたこと

から、現在、津市危機管理指針に基づき設置している津市新型コロナウイ

ルス感染症対策本部（以下「対策本部」という。）を、同日付けで新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第３４条第１項の規定に基づく対策本部に

移行しました。 

⑵ 津市安濃保育園における新型コロナウイルス感染症患者の発生の続報に

ついて報告（こども政策担当） 

  津市安濃保育園において、令和３年４月１６日（金）に新型コロナウイ

ルスの感染が確認された園児（三重県発表 県内延べ３１４９例目）の当

該保育園での濃厚接触者及び接触者として新型コロナウイルスに係る検査

を受けた園児及び職員のうち、同月２０日（火）に園児３名（三重県発表 

県内延べ３２２０例目～３２２２例目）、同月２１日（水）に園児１名

（三重県発表 県内延べ３２７８例目）の検査結果が陽性であることが判

明し、当該保育園における感染者が５名以上になったことから、同月２１

日（水）に新型コロナウイルス感染症クラスター（６０事例目）として三

重県から公表されました。 

当該クラスターの発生を受けて、新型コロナウイルスに係る検査対象と

なった当該保育園の園児及び職員の計９４名が当該検査を受けたところ、

全員陰性であることが同月２２日（木）に判明しました。 

これらのことから、当該保育園の全園児を対象とした臨時休園について

は、当初の予定どおり同月３０日（金）までとしますが、臨時休園中にお

いて家庭保育が困難で保育の提供が必要な園児については、感染防止対策

の徹底に努めた上で、同月２３日（金）から当該保育園での受入れを行っ

ています。 

なお、三重県津保健所より自宅での健康観察を指導されている園児は引

き続き家庭保育となります。 

今後につきましては、当該保育園において、引き続き園児等に対して偏



見が生じないよう人権に配慮した対応を行うとともに、保護者への臨時休

園に係る情報提供や園児の体調の変化などの状況把握を行い、保護者及び

園児の不安な思いに対し、当該保健所と連携を図りながら丁寧な対応に努

め、令和３年５月１日（土）からの通常保育の再開に向けて取り組みます。 

  このことについては、同月２２日（木）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでも公表を

行いました。 

 

⑶ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

  別紙のとおり 



 
以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第８７回） 

 

令和３年４月２６日（月） 

午前１０時～     

本庁舎４階 庁議室  

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年４月２２日から４月２５日までの三重県津保健所管内及び三重

県内における感染症患者の発生について報告（健康医療担当） 

 ⑵ 国・三重県の状況について報告（健康医療担当） 

 

 

 

２ 報告事項 

 ⑴ 政府の緊急事態宣言発令に伴う津市新型コロナウイルス感染症対策本部

の設置について報告（危機管理部） 

 ⑵ 津市安濃保育園における新型コロナウイルス感染症患者の発生の続報に

ついて報告（こども政策担当） 

 ⑶ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

 

 

 

 

３ その他 

⑴ 市内事業者からの発表について報告（健康医療担当） 
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